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1. 分割出願の実体的要件 

分割出願に関し、特許法実施細則第 42条には、次のように規定されています。 

「一つの特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第 54条第 1項に規定する期限が満了するまでに、

国務院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。但し、特許出願が既に却下され、取り下げられ又は見なし取り下げとされた場合、

分割出願を申し出ることは出来ない。国務院特許行政部門は、一つの特許出願が特許法第 31条と本細則第 34条又は第 35条の規定に合致

しないと考える場合、指定期限内にその出願について補正を行なうよう出願人に通知しなければならない。期限が満了になっても出願人が

回答しない場合、当該出願が取り下げられたものと見なす。分割出願は元の出願の類別を変更してはならない。」 

 

分割出願の出願人は、原出願の出願人と同一であることが必要であり、同一でない場合は、出願人変更の証明材料

を提出する必要があります。分割出願の発明者も、原出願の発明者あるいは原出願の一部の発明者であることが必要

です。 
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